
令和２年５月５日 

 

佐賀市内保育施設をご利用の保護者 様 

 

佐賀市長 秀島 敏行 

（ 公 印 省 略 ） 

 

家庭保育の協力要請期間の再延長について 

 

日ごろより本市の保育行政にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

国の緊急事態宣言に伴う本市から保護者の皆様への家庭保育の協力のお願いにつきまし

ては、多くの方々にご協力いただき誠にありがとうございます。 

さて、県立学校及び市立小中学校につきましては、臨時休業の期間が令和２年５月１３日

（水）まで再度延長され、同月１４日（木）から再開されることとなりました。 

このことを受け、佐賀市内保育施設における家庭保育の協力要請期間につきましても、

下記のとおり、更に令和２年５月１３日（水）まで延長し、同日をもって終了する予定と

いたします。 

保護者の皆様にはご負担をお掛けしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 家庭保育の協力要請期間 

令和２年４月２１日（火）から同年５月１３日（水）まで 

２ 留意事項 

協力要請の対象や保育料の取扱いについては、前回と変更はございません。 

(1) 協力要請の内容 

市内保育施設は原則開所しており、保育の必要性のある方は利用できます。 

ただし、次に掲げるご家庭におかれましては、家庭保育（登園自粛）にご協力いた

だきますようお願いします。 

①求職活動中、育児休業中で、自宅での保育が可能なご家庭 

②自営業や農業等で、自宅での保育が可能なご家庭 

③勤務先の休業等により保護者が在宅されているご家庭 

④親族等に預かりをお願いできるご家庭 

(2) 保育料の取扱い 

協力要請の期間中、家庭保育（登園自粛）を行われた場合は、日割り計算により減額します。 

【問合せ先】 佐賀市役所 保育幼稚園課 

                        入所・入園係 TEL：0952-40-7286 

                        幼保事業係  TEL：0952-40-7294 

                        幼保支援係  TEL：0952-40-7290 


